
都市計画法第２９条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しま

したので，同法第３６条第３項の規定により公告します。 

 

  令和３年３月２日 

 

                           京都市長 門 川 大 作 

 

１ 許可年月日及び許可番号 

  令和元年１２月１３日  第９３４号 

  令和２年１０月２３日 変第２４０号 

 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  京都市山科区大宅山田３番（一部），６番１（一部），７番１，７番３，８番１，１５番， 

１６番，１７番１，１８番１，１８番２，１９番３，１９番４，２０番１，２０番２，２１番１， 

２２番，２２番６，２３番，２３番１，２３番２，２３番１８，２３番１９，２３番２０，２３ 

番２１，２３番２２，２３番２３，２３番２４，２５番，２７番６，２７番８，２７番９，２７ 

番１０，３４番，３５番，３５番２，３８番２，４９番，４９番１，５０番１，５０番２，５１ 

番２，５５番１，６５番，１２０番，１２１番，１２２番，１２３番及び１２４番，同区大宅奥 

山田１０３番１（一部），１０４番，１０８番２，１１２番（一部），１２８番３（一部），１ 

２９番３（一部）及び１３０番，同区大宅岩屋殿１番２，１番３，１番５（一部），１６番（一 

部），１６番１，１７番，１７番１，１７番２及び１８番（一部）並びに市有地（未登記） 

 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  京都市山科区大宅山田町３４番 

  学校法人 京都橘学園 

  理事長 梅本 裕 

 

 （都市計画局都市景観部開発指導課） 


